
 

平成 24年３月 30日 金曜日     鳥 取 県 公 報             号外第 40号   

- 1 - 

 鳥取県公報 
平成 24 年３月 30 日（金） 

号外第４０号 

毎週火・金曜日発行 

 

目 次 

◇ 企業局管  鳥取県企業局財務規程の一部を改正する規程（１）（経営企画課）・・・・・・・・・・２ 

  理規程   企業局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程（２）（〃）・・・・・・・３ 

鳥取県工業用水供給規程の一部を改正する規程（３）（〃）・・・・・・・・・・・・・６ 

◇ 企業局訓  鳥取県企業局文書管理規程（１）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

  令 

 

 



- 2 -

企 業 局 管 理 規 程

鳥取県企業局財務規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県企業局管理規程第１号

鳥取県企業局財務規程の一部を改正する規程

鳥取県企業局財務規程（昭和38年鳥取県企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この企業管理規程は、地方公営企業法施行規 第１条 この企業管理規程は、地方公営企業法施行規

則（昭和27年総理府令第73号。以下「規則」とい 則（昭和27年総理府令第73号。以下「規則」とい

う。）第２条の規定に基づき、鳥取県営電気事業、 う。）第１条の規定に基づき、鳥取県営電気事業、

鳥取県営工業用水道事業及び鳥取県営埋立事業（以 鳥取県営工業用水道事業及び鳥取県営埋立事業（以

下「企業」という。）の財務に関し必要な事項を定 下「企業」という。）の財務に関し必要な事項を定

めるものとする。 めるものとする。

（特別償却率） （特別償却額）

第58条の２ 鳥取県営電気事業の用に供する固定資産 第58条の２ 規則第８条第２項に規定する減価償却額

について規則第15条第２項（規則第16条第２項にお に加える金額は、電気料金に織り込んだ特別償却相

いて準用する場合を含む。）の企業管理規程で定め 当額とする。

る率は、100分の50とする。

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第40号
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企業局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県企業局管理規程第２号

企業局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程

（企業局企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第１条 企業局企業職員の給与に関する規程（昭和41年鳥取県企業管理規程第２号）の一部を次のように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

級別職務分類表 級別職務分類表

ア 一般職員 ア 一般職員

職務の級 職務 職務の級 職務

略 略

３級 係長又は副主幹の職務 ３級 副主幹の職務

略 略

イ 略 イ 略

別表第２（第14条、第14条の２関係） 別表第２（第14条、第14条の２関係）

組織 職 職務の級 管理職手当月額 組織 職 職務の級 管理職手当月額

本局 局長 ９級 123,700円 本局 局長 ９級 121,300円

８級 89,200円 ８級 87,500円

次長 ８級 89,200円 次長 ８級 87,500円

課長 ７級 67,200円 課長 ７級 65,900円

６級 63,100円 ６級 61,900円

事務所 所長 ７級 67,200円 事務所 所長 ７級 65,900円

６級 63,100円 ６級 61,900円

備考 改正部分は、下線の部分である。

（鳥取県企業局組織規程の一部改正）

第２条 鳥取県企業局組織規程（平成５年鳥取県企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（課及び担当の設置） （課及び担当の設置）

第４条 本局に経営企画課及び工務課を置く。 第４条 本局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課

にそれぞれ同表の右欄に掲げる担当を置く。

経営企画課 企画総務担当、営業誘致担当

工務課 電気担当、施設担当
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（担当の分掌事務）

第６条 担当の分掌事務は、課の長が定める。

２ 課の長は、担当の分掌事務を定め、又は変更し

たときは、局の長に報告しなければならない。

第６条 削除

（事務分担） （事務分担）

第８条 課に属する職員の分担事務は、課の長が定 第８条 担当に属する職員の分担事務は、課の長が

める。 定める。

２ 略 ２ 略

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

（鳥取県企業局事務決裁規程の一部改正）

第３条 鳥取県企業局事務決裁規程（平成５年鳥取県企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（代決） （代決）

第８条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権 第８条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権

者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第 者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第

１順位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者が １順位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者が

ともに不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げ ともに不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げ

る第２順位者が行うことができる。 る第２順位者が行うことができる。

正当決裁権者 第１順位者 第２順位者 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者

略 略

課長 課長があらか 課長があらか 課長 課長補佐 主務主幹

じめ定める課 じめ定める職

長補佐 員

略 略

２ 略 ２ 略

（類推による専決） （類推による専決）

第10条 別表第２から別表第４までに掲げられてい 第10条 別表第２から別表第４までに掲げられてい

ない事項については、当該事項の内容により専決 ない事項については、当該事項の内容により専決

することが必要であり、かつ、適当であると認め することが必要であり、かつ、適当であると認め

られる場合には、これらの表に掲げられている事 られる場合には、これらの表に掲げられている事

項から類推して、又は鳥取県事務処理権限規則 項から類推して専決することができる。

（平成８年鳥取県規則第32号）の例により、専決

することができる。

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

課 １～３ 略 課 １～３ 略
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長 長 ４ 課内職員の事務分担の決定

の の

共 共

通 通

専 専

決 決

事 事

項 項

略 略

備考 改正部分は、下線の部分である。

（鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置等に関する規程の一部改正）

第４条 鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置等に関する規程（平成19年鳥取県企業局管理規程第１号）の一

部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置に関 鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置等に

する規程 関する規程

鳥取県企業局に勤務する職員（臨時及び非常勤の 鳥取県企業局に勤務する職員（臨時及び非常勤の

職員を除く。）の職は、局長、次長、課長、所長、 職員を除く。）の職は、局長、次長、課長、所長、

参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹、主事、土木 参事、課長補佐、主幹、副主幹、主事、土木技師、

技師、電気技師、現業職長及び管理技術員とする。 電気技師、現業職長及び管理技術員とする。

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規程は、平成24年４月１日から施行する。
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鳥取県工業用水供給規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県企業局管理規程第３号

鳥取県工業用水供給規程の一部を改正する規程

鳥取県工業用水供給規程（昭和43年鳥取県企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この企業管理規程において、次の各号に掲げ 第２条 この企業管理規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 による。

(１) 略 (１) 略

(２) 基本使用水量 １日の各時間における予定使 (２) 基本使用水量 第５条第２項の規定により承

用水量のうち最大のものに24を乗じて得た１日当 認を受けた１日当たりの使用水量をいう。

たりの予定使用水量をいう。

(３) 特定使用水量 １日の各時間において基本使 (３) 特定使用水量 第６条第２項の規定により承

用水量を24で除して得た水量を超えて使用する水 認を受けた１日当たりの使用水量をいう。

量のうち最大のものに使用時間数を乗じて得た１

日当たりの使用水量をいう。

(４) 略 (４) 略

（給水の申込み及び承認） （給水の申込み及び承認）

第５条 給水を受けようとする者は、給水を受けよう 第５条 給水を受けようとする者は、１日当たりの予

とする日の３月前までに様式第１号による申込書に 定使用水量（１日の各時間における予定使用水量の

より知事に申し込まなければならない。 うち最大のものに24を乗じて得た水量）を定め、給

水を受けようとする日の３月前までに様式第１号に

よる申込書により知事に申し込まなければならな

い。

２ 知事は、前項の申込みを受けた場合において、給 ２ 知事は、前項の申込みを受けた場合において、給

水すべきものと認めるときは、その旨並びに申込者 水すべきものと認めるときは、１日当たりの使用水

との協議により定めた基本使用水量及び給水を開始 量を定めてこれを承認し、その旨を申込者に通知す

する日を申込者に通知するものとする。 るものとする。

第６条 基本使用水量を超えて給水を受けようとする 第６条 基本使用水量をこえて給水を受けようとする

者は、給水を受けようとする日の３月前までに様式 者は、基本使用水量をこえて使用する水量（１日の

第２号による申込書により知事に申し込まなければ 各時間において、基本使用水量を24で除して得た水

ならない。 量をこえる使用水量のうち最大のものに使用時間数

を乗じて得た水量）を定め、給水を受けようとする

日の３月前までに様式第２号による申込書により知

事に申し込まなければならない。
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２ 知事は、前項の申込みを受けた場合において、給 ２ 知事は、前項の申込みを受けた場合において、給

水能力に余裕があり給水すべきものと認めるとき 水能力に余裕があり給水すべきものと認めるとき

は、その旨並びに申込者との協議により定めた特定 は、１日当たりの使用水量を定めてこれを承認し、

使用水量及び基本使用水量を超えて給水する期間を その旨を申込者に通知するものとする。

申込者に通知するものとする。

３ 略 ３ 略

（超過使用水量の算定方法） （超過使用水量の算定方法）

第14条 超過使用水量は、基本使用水量を１日にわた 第14条 超過使用水量は、基本使用水量を１日にわた

り平均して使用した場合の単位時間当たりの水量 り平均して使用した場合の単位時間（１秒以下の時

（特定使用水量の承認がなされている日における当 間であって、各給水先に設置されているそれぞれの

該使用の対象となる時間にあっては、当該単位時間 水量メーターにより水量を計測することができる最

当たりの水量に当該特定使用水量を当該使用の対象 小の時間をいう。以下この条において同じ。）当た

となる時間にわたり平均して使用した場合の単位時 りの水量（特定使用水量の承認がなされている日に

間当たりの水量を加えて得た水量。以下この項にお おける当該使用の対象となる時間にあっては、当該

いて「単位使用決定水量」という。）を超えた水量 単位時間当たりの水量に当該特定使用水量を当該使

を使用した各単位時間において使用した水量から単 用の対象となる時間にわたり平均して使用した場合

位使用決定水量を減じて得た水量を、第12条の規定 の単位時間当たりの特定使用水量を加えて得た水

により１月分の料金の算定に用いる水量の決定を行 量。以下この条において「単位使用決定水量」とい

う対象となる期間にわたって、それぞれ合計して算 う。）を超えた水量を使用した各単位時間において

定するものとする。 使用した水量から単位使用決定水量を減じて得た水

量を、第12条の規定により１月分の料金の算定に用

いる水量の決定を行う対象となる期間にわたって、

それぞれ合計して算定するものとする。

２ 前項の単位時間は、各給水先に設置されている水

量メーターにより水量を計測できる最小の時間とす

る。ただし、鳥取地区工業用水道の給水先のうち知

事が別に定めるものについては、１日とする。

（水質及び水圧の基準） （水質及び水圧の基準）

第15条 工業用水の水質の基準は、次の表に掲げると 第15条 工業用水の水質の基準は、次の表に掲げると

おりとする。 おりとする。

項目 基準 項目 基準

略 略

水素イオン濃度 ペーハー値6.0以上8.0以下 水素イオン濃度 ペーハー値6.5以上8.0以下

２ 配水管末端における工業用水の水圧の基準は、１ ２ 配水管末端における工業用水の水圧の基準は、１

平方センチメートル当たり0.049メガパスカル以上 平方センチメートル当たり0.5キログラム以上とす

とする。 る。

附 則 附 則

（施行期日）

１ この企業管理規程は、公布の日から施行する。

（鳥取地区工業用水道に係る超過使用水量の算定方法

の特例）

２ 鳥取地区工業用水道に係る超過使用水量の算定方



- 8 -

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第40号

法については、平成24年３月31日までの間、第14条の

規定にかかわらず、給水を受ける者との協定により定

めることができる。

この企業管理規程は、公布の日から施行する。

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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企 業 局 訓 令

鳥取県企業局訓令第１号

鳥取県企業局文書管理規程を次のように定める。

平成24年３月30日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県企業局文書管理規程

鳥取県企業局文書管理規程（平成６年鳥取県企業訓令第１号）の全部を改正する。

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 管理体制（第３条―第６条）

第３章 文書の収受（第７条―第９条）

第４章 文書の作成等

第１節 通則（第10条・第11条）

第２節 起案（第12条―第14条）

第３節 決裁等（第15条―第19条）

第４節 施行等（第20条―第24条）

第５章 簿冊の整理、保管及び保存（第25条―第30条）

第６章 簿冊管理簿（第31条・第32条）

第７章 補則（第33条―第37条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、鳥取県公文書等の管理に関する条例（平成23年鳥取県条例第52号。以下「条例」とい

う。）第10条第１項の規定に基づき、企業局における文書の管理について必要な事項を定めることを目的とす

る。

２ 企業局における文書に係る事務の処理に関しては、条例及び鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則

（平成23年鳥取県規則第67号）に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 本局 鳥取県企業局組織規程（平成５年鳥取県企業管理規程第４号。以下「組織規程」という。）第２

条に規定する本局をいう。

(２) 事務所 組織規程第２条に規定する事務所をいう。

(３) 所属 組織規程第４条の規定により設置された課又は事務所をいう。

(４) 文書 現用公文書のうち、企業局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。

(５) 電子決裁等システム 文書の起案、決裁、整理、保存等に係る事務の処理及び文書に関する情報の管理

を行う電子情報システムで、鳥取県総務部政策法務課が所管するものをいう。

(６) 回議 起案文書について、起案した職員の上司（当該起案文書に係る鳥取県企業局事務決裁規程（平成

５年鳥取県企業管理規程第５号）第２条第５号に規定する正当決裁権者より上位の上司を除く。）の決裁又

は確認を受けるための手続をいう。

(７) 関連審査 起案文書について、関連する事務を所管する所属又は知事の事務部局の職員の確認を受ける
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ための手続をいう。

(８) 決裁 鳥取県企業局事務決裁規程第２条第１号に規定する決裁をいう。

(９) 保管 簿冊を保存するために当該簿冊を所管する所属の職員が、その事務室又はその管理する場所にお

いて管理することをいう。

２ 前項に定めるもののほか、この訓令において使用する用語の意義は、条例及び鳥取県文書の管理に関する規

程（平成24年鳥取県訓令第２号。以下「県規程」という。）で使用する用語の例による。

第２章 管理体制

（所属の長の責務）

第３条 所属の長は、当該所属における文書に係る事務の管理の状況を把握し、当該事務が円滑かつ適正に行わ

れるよう当該所属の職員を指揮監督しなければならない。

（文書管理主任等）

第４条 所属に、前条に規定する職務について所属の長を補佐させるため文書管理主任を置き、文書管理主任を

補助させるため文書管理補助員を置く。

２ 文書管理主任は、課長補佐又は次長の職にある職員をもってこれに充てる。この場合において、課長補佐又

は次長の職にある職員が２名以上あるときは、所属の長があらかじめ指名した者を文書管理主任とする。

３ 文書管理主任に事故があるとき、又は欠けた場合において、前項の規定により文書管理主任を定めることが

できないときは、当該所属の長は、当該所属の文書管理補助員のうちから適当と認められる者を文書管理主任

に指名するものとする。

４ 文書管理補助員は、係長又は副主幹以上の職にある職員（文書管理主任である者を除く。）をもってこれに

充てる。

５ 文書管理主任は、次に掲げる事務を取り扱うものとする。

(１) 文書の受領に関すること。

(２) 文書に係る事務の処理の促進に関すること。

(３) 起案文書の構成、表現、書式、決裁をした者、関連審査の範囲、発信者の名義、関係法令等の適用関係

その他必要な事項（以下「起案文書の構成等」という。）の審査に関すること。

(４) 文書の施行情報の確認に関すること。

(５) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎ又は廃棄に関すること。

(６) その他文書に係る事務の改善に関すること。

（職員の責務）

第５条 職員は、条例の趣旨にのっとり、所属の長及び文書管理主任の指示に従い、文書に係る事務を適正かつ

迅速に処理するとともに、文書を適正に管理しなければならない。

２ 起案文書を作成した職員は、当該起案文書に係る事務の処理について責任を負うものとする。

（経営企画課長の責務）

第６条 経営企画課長は、企業局における文書に係る事務の管理に関して所属の長及び文書管理主任を指導し、

必要な連絡調整を行うものとする。

第３章 文書の収受

（紙文書の受領及び配布）

第７条 本局に到達する紙文書（文書以外の郵便物その他の物件を含む。以下この章において同じ。）は、経営

企画課において受領し、それぞれの紙文書を所管する所属に配布する。ただし、所属に直接到達した紙文書

は、当該所属において受領する。

２ 前項の規定により紙文書を配布する場合において、当該紙文書を所管する所属を判別し難いときは、当該紙

文書を配布する所属は、経営企画課長が決定する。

３ 事務所に到達する紙文書は、当該事務所において受領する。

（紙文書の返送等）

第８条 前条の規定により紙文書を受領し、又は配布する場合において、受領し、又は配布すべきでないと認め
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られる紙文書があるときは、経営企画課長又は事務所の長は、速やかに返送その他必要な措置を講ずるものと

する。

（電子文書の受領）

第９条 電子文書は、電子メールその他の電気通信回線を用いて送られる電磁的記録を受信し、又は記録媒体を

受領することにより、それぞれの電子文書を所管する所属において受領する。

第４章 文書の作成等

第１節 通則

（文書の作成）

第10条 職員は、その上司の指示に従い、条例第１条の目的の達成に資するため、意思決定に至る経緯及び過程

並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なもの

である場合を除き、文書を作成しなければならない。

２ 文書の作成に当たっては、常用漢字表（平成22年内閣告示第２号）、現代仮名遣い（昭和61年内閣告示第１

号）、送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第２号）及び外来語の表記（平成３年内閣告示第２号）に従い、

分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

（文書に係る事務の迅速処理）

第11条 文書に係る事務は、迅速かつ適正に処理しなければならない。

２ 許可、認可、免許、登録等の申請に係る文書に係る事務は、やむを得ない理由がある場合を除き、当該申請

が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期限内に処理しなければならない。

第２節 起案

（起案文書による決裁）

第12条 決裁は、起案文書を回議することによって受けるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、鳥取県企業局財務規程（昭和38年鳥取県企業管理規程第８号）の規定により処理

する事案の決裁については、同規程第66条に規定する様式の紙文書を使用して受けるものとする。

（起案）

第13条 起案文書は、電子決裁等システムを利用して、作成しなければならない。この場合において、やむを得

ない理由により事務の処理に必要な紙文書を電子文書としないときは、当該紙文書（以下「関連文書」とい

う。）を起案文書と一体のものと扱うことにより事務を処理することができる。

２ 起案文書には、当該起案文書の名称、分類、保存期間及び保存期間が満了したときの措置、関連文書の有無

その他必要な事項を記録するとともに、必要に応じて、起案の理由、目的、経緯、効果、根拠法令、予算その

他参考となる事項を記録するものとする。

（施行を要する事案の起案）

第14条 施行を要する事案に係る起案文書を作成する場合は、鳥取県施行文書書式規程（昭和32年鳥取県訓令第

８号）の例により、施行文書の案を作成するものとする。

２ 施行文書には、知事の事務部局の例により番号を付さなければならない。

第３節 決裁等

（決裁の方法）

第15条 起案文書の決裁は、電子決裁等システムを利用して、当該起案文書に決裁に係る登録をして行うものと

する。

２ 起案文書の回議を受けた職員は、必要に応じ、電子決裁等システムを利用して、当該起案文書を修正し、又

はこれに意見を付することができる。

３ 第12条第２項の規定による決裁は、紙文書の所定の欄に署名又は押印をすることにより行うものとする。

（協議文書の確認）

第16条 前条の規定にかかわらず、所属の長は、当該所属の職員が職務上作成し、又は取得した紙文書の余白に

協議を受けた年月日その他必要な事項を記載して署名又は押印をすることにより、当該紙文書が組織的に用い

られるものであることを確認することができる。
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（関連審査の方法）

第17条 起案文書の関連審査は、起案文書の構成等の審査を受けるまでに、電子決裁等システムを利用して、確

認を受けるべき所属の職員から、当該起案文書に関連審査に係る登録を受けることにより行うものとする。

（文書管理主任の審査）

第18条 文書管理主任は、起案文書が決裁されたときは、遅滞なく、当該起案文書の構成等の審査を行わなけれ

ばならない。

２ 起案文書の構成等の審査は、起案文書に文書審査に係る登録を受けることにより行うものとする。

（経営企画課等の審査）

第19条 次に掲げる起案文書については、前条第１項の規定による文書管理主任の審査に代えて、経営企画課の

文書管理主任の審査を受けなければならない。

(１) 経営企画課長が管守する公印を押印する施行文書に係る起案文書

(２) 鳥取県企業局公印規程（昭和38年鳥取県企業訓令第２号）第３条においてその例によることとされる鳥

取県公印規程（昭和26年鳥取県訓令甲第21号）第９条第４号及び第５号に該当して同項の規定により押印を

省略する起案文書のうち、発信者の名義が知事であるもの

(３) 前２号に掲げるもののほか、特に重要又は異例な事案に係る起案文書

２ 県公報に登載して施行される施行文書に係る起案文書については、前条第１項の規定による文書管理主任の

審査に代えて、鳥取県総務部政策法務課の職員の審査を受けなければならない。

３ 一の起案文書について文書管理主任の審査と経営企画課の文書管理主任又は鳥取県総務部政策法務課の職員

の審査を要する場合は、経営企画課の文書管理主任又は鳥取県総務部政策法務課の職員の審査を先に行うもの

とする。

第４節 施行等

（文書の速やかな施行）

第20条 起案した職員は、施行文書に係る起案文書が決裁されたときは、速やかに施行しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、施行について条件が付されている施行文書は、当該条件に従って施行しなければ

ならない。

（施行文書の作成及び施行情報の登録）

第21条 施行文書の作成及び施行情報の登録は、県規程の例によるものとする。

（施行情報の確認）

第22条 起案した職員は、鳥取県企業局公印規程第３条においてその例によることとされる鳥取県公印規程第９

条の規定により押印を省略する場合を除き、前条の規定により作成した施行文書に公印を押印し、押印した施

行文書をその公印を管守する所属の文書管理主任に提示しなければならない。

２ 起案した職員は、前条の規定により作成した施行文書が押印を要しないものであるときは、当該施行文書を

その者が属する所属の文書管理主任に提示しなければならない。

３ 前２項の規定により施行文書の提示を受けた者は、当該施行文書が前条に定めるところにより作成され、同

条の規定により登録された情報が正しいことの確認を行い、電子決裁等システムを利用して、当該施行文書に

係る起案文書に確認をしたことを登録しなければならない。この場合において、施行文書に誤記その他の誤り

を発見したときは、当該施行文書の修正を指示しなければならない。

（処理済の登録等）

第23条 処理済みの登録等は、県規程の例によるものとする。

（未済文書に係る措置）

第24条 起案した職員は、起案文書に係る事務の処理の状況を常に把握し、未済文書が生じないよう必要な措置

を講じなければならない。

２ 文書管理主任は、所属における起案文書に係る事務の処理の状況に注意を払い、未済文書があるときは、当

該未済文書に係る事務を所掌する職員に対する督促その他必要な措置を講じなければならない。

第５章 簿冊の整理、保管及び保存
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（整理保管の原則）

第25条 簿冊は、必要なときに速やかに利用できるよう、一定の場所に整理保管し、その所在を明らかにしてお

かなければならない。

２ 次条第２項の規定により完結の処理をした簿冊は、抜取り、取換え又は訂正をしてはならない。

（簿冊の管理）

第26条 職員は、全ての文書をいずれかの簿冊にまとめることができるよう、電子決裁等システムを利用して、

分類、保存期間及び保存期間が満了したときの公文書館への引継ぎ又は廃棄の別の区分に応じて、必要な簿冊

を作成しなければならない。

２ 簿冊は、特に必要があるものを除き、年度単位又は年単位で作成し、当該簿冊に係る事案に係る事務の処理

が終了した年度又は年が経過したときは、電子決裁等システムを利用して、完結の処理をしなければならな

い。

３ 簿冊には、名称、分類、保存期間その他必要な事項を記載したラベルを貼るとともに、紙文書がまとめられ

ている簿冊にあっては、まとめられている紙文書の名称その他必要な事項を記載した目次を付さなければなら

ない。

（保管期間及び保存期間）

第27条 簿冊の保管期間は、当該簿冊の保存期間と同じ期間とする。

２ 文書及び簿冊の保管期間及び保存期間並びにそれらの起算日は、県規程の例によるものとする。

（歴史公文書等の選別）

第28条 歴史公文書等の選別は、県規程の例によるものとする。

（公文書館への引継ぎ又は廃棄）

第29条 経営企画課長は、毎年度、企業局において保存されている簿冊のうち保存期間が満了したものについ

て、所属の長に対して報告を求め、公文書館への引継ぎ又は廃棄の処理をしなければならない。

２ 経営企画課長は、公文書館に引き継ぐ簿冊が紙文書を伴うものであるときは、当該紙文書を公文書館に引き

渡さなければならない。

３ 経営企画課長は、廃棄する簿冊が紙文書を伴うものであるときは、当該紙文書を焼却その他適切な方法で処

分しなければならない。

（保存期間の延長）

第30条 所属の長は、事務又は事業の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において一定の期間を

定めて、保存期間を延長するよう経営企画課長に申し出ることができる。

第６章 簿冊管理簿

（簿冊管理簿の公表）

第31条 経営企画課長は、企業局の簿冊管理簿をその事務室に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネ

ットで公表しなければならない。

（簿冊管理簿への記載）

第32条 簿冊管理簿への記載は、県規程の例によるものとする。

第７章 補則

（点検）

第33条 経営企画課長は、企業局の文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、点検を行い、その結果を

鳥取県総務部政策法務課長に報告しなければならない。

２ 経営企画課長は、必要があると認めるときは、所属における文書の整理及び保管の状況について調査し、又

は報告を求めるものとする。

（紛失等への対応）

第34条 簿冊の紛失若しくは誤廃棄（以下「紛失等」という。）が発生し、又はそのおそれがある場合には、そ

の事実を知った職員は、速やかに当該簿冊を管理する所属の長に報告しなければならない。

２ 所属の長は、簿冊の紛失等が発生した場合は、速やかに被害の拡大の防止等のために必要な措置を講ずると
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ともに、経営企画課長に報告しなければならない。

３ 経営企画課長は、所属において簿冊の紛失等が発生し、又はそのおそれがあると認めた場合は、速やかに企

業局長及び当該所属の長に報告し、被害の拡大の防止等のために必要な措置を講じなければならない。

（研修の実施）

第35条 経営企画課長は、職員に対し、文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得さ

せ、若しくは向上させるために必要な研修を行い、又は知事の事務部局若しくは他の機関が実施する研修に職

員を積極的に参加させなければならない。

２ 所属の長は、前項に規定する研修に当該所属の職員を積極的に参加させなければならない。

（補則）

第36条 この訓令に定めるもののほか、文書に係る事務の処理に関し必要な事項は、経営企画課長が定める。

（準用規定）

第37条 企業局における文書の事務の処理については、この訓令に定めるもののほか、県規程の例によるものと

する。

附 則

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。


